
 

 

仙台市の主な子ども・子育て支援関連事業の内容等について 

 この資料は、アンケート調査の設問や選択肢に記載している仙台市の主な子ども・子育て支援関連

事業の内容等を掲載しています。 

 ご回答に当たり、参考資料としてご利用いただければ幸いです。 

 

 

 

 

 

名称 内容と利用料（2023年 4月 1日現在） 問い合わせ先 

仙台すくすくサ

ポート事業 

お子さまを預かってほしい方とお子さまを預かることができ

る方が登録会員となって、相互の信頼関係のもとで、お子さま

の預かりや習い事・保育施設等への送迎などを行う事業です。 

■ 利用料：①平日の 7 時～20 時 700 円/時間、②平日の上

記以外の時間帯・土日祝日・年末年始 800 円/時間 

■ 対象：概ね生後 2 ｶ月～小学 6 年生 

仙台すくすくサポート 

事業事務局 

・022-214-5001 

子育て支援ショ

ートステイ 

保護者の疾病等により、家庭でお子さまの養育が一時的に困

難になったとき、一定期間、児童養護施設等でお子さまのお世

話をする事業です。 

■ 利用料：①2 歳未満児 5,350 円/日、②2 歳以上児 2,750

円/日 

■ 対象：0 歳～小学 6 年生 

こども若者局 

こども家庭保健課 

・022-214-8606 

病児・病後児保育 

病気又は病気の回復期にあり、集団保育が困難で、保護者の

就労などによって保育を行うことができない場合、お子さまを

預かる事業です。仙台市では、市内 5 箇所、医療機関や保育所

に付設した施設で実施しています。 

■ 利用料：2,000 円/日 

■ 対象  ：概ね生後 6 ｶ月～小学 6 年生 

こども若者局幼保企画課 

・022-214-8185 

放課後児童クラブ 

保護者が仕事などにより昼間家庭にいない児童を対象に、適

切な遊びや生活の場を提供し、その健全な育成を図る事業です。 

仙台市では、児童館・児童センターにおいて登録制の児童ク

ラブとして開設しています（このほか、民設民営の放課後児童

クラブも開設されています。）。 

■ 利用料：3,000円/月（18時以降の延長時間も利用する場合

は 1,000円/月が加算されます。） 

■ 対象：小学 1～6年生 

こども若者局 

児童クラブ事業推進課 

・022-214-8176 

放課後子ども教室 

主に小学校校舎内の空き教室等を開設場所として、地域の

方々が運営委員会を組織し、放課後の児童の居場所としての機

能を持たせながら、子どもたちにとって貴重な体験活動の場と

機会を提供するほか、学習支援なども行う事業です。 

■ 利用料：無料（材料費実費等を負担いただく場合がありま

す。） 

■ 対象：開設している小学校の児童（対象学年は、各教室の

運営委員会が定めています。） 

教育局生涯学習課 

・022-214-8887 

詳しい事業内容については仙台市ホームページをご確認ください 

ウェブサイトへの 

アクセスはこちら 


